
 

 

日 時  令和５年４月２４日（月） 午後１時３０分～ 

場 所  酒田市役所３階 第一委員会室 

 

■ 議  事 

 

報第２号 教育長が臨時に代理した事項の報告について（令和５年度酒田市一般会計補正

予算（第２号）） 

 令和５年度酒田市一般会計補正予算（第２号）について、教育委員会の会議を招集する

時間的余裕がなく、酒田市教育委員会の事務の委任等に関する規則第４条第１項の規定に

より教育長が臨時に代理したので、同条第２項の規定により報告し、提案のとおり承認さ

れました。 

 

報第３号 教育長が臨時に代理した事項の報告について（酒田市スポーツ推進審議会委員

の委嘱） 

酒田市スポーツ推進審議会委員の委嘱について、教育委員会の会議を招集する時間的余

裕がなく、酒田市教育委員会の事務の委任等に関する規則第４条第１項の規定により教育

長が臨時に代理したので、同条第２項の規定により報告し、提案のとおり承認されまし

た。 

 

議第２２号 酒田市いじめ問題対応委員会委員の委嘱について 

 酒田市いじめ防止対策の推進に関する条例第１３条の規定に基づき委嘱しようとするも

のであり、提案のとおり決しました。 

 

なお、報第２号は市議会での審議前であり、報第３号及び議第２２号は人事案件のため、

非公開で審議されました。 

令和５年第４回酒田市教育委員会定例会について（審議結果） 


